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加入者を特定するための鍵となる情報の選択肢の比掛こついて（検討メモ）  参考資料1  

（第7巨】検討会資料）  

○住所t氏名の変更、保険者   

の異動があった場合でも、   

個人を特定しやすく、ま   

た、ICチップの情報を書   

き換える必要がない。   

○個人ではなくカードに付   

いているものなので、案1   

に比べると個人情報に関   

する懸念は小さいのでは   

ないか。   

○識別子を本人も識別でき   

る形とした場合、オフライ   

ン時でもこの識別子で資   

格確認等を行うことがで   

きるようにすることが可   

。  

○住所・氏名の変更、保険   

者の異動があった場合   

でも、個人を特定しやす   

く、また、ICチップの   

情報を書き換える必要   
がない。   

○番号を本人も識別でき   

る形とした場合、オフラ   

イン時でもこの番号で   

資格確認等を行うこと   

ができるようにするこ   

とが可能。  

○現行制度を変更するもの   

ではないので、いわゆる国   

民総背番号制や番号によ   

る個人情報のマッチング   

が行われるとの懸念は、案  

1と比べると小さいので   

はないか。  

○年金、医療、介護の各の   
制度内だけで使われる番   

号なので、案1と比べる   

と社会的受容性は高いの   

ではないか。   

○医療保険、介護保険にお   

いては、保険者を変わっ   

ても、この番号で個人を   

特定することができる。  

O「番号」を用いないこと   

から、いわゆる国民総背   

番号制や番号による個人   

情報のマッチングが行わ   

れるとの懸念は、案1と   

比べると小さいのではな   

いか。  

メリット  

○いわゆる国民総背番号   

制や番号による個人情   

報のマッチングが行わ   

れるとの懸念が生じう   

る。   

○新たな番号付番一管理の   

仕組みを構築する必要   

がある。   

○個人情報保護の観点か   

らは、番号の目的外利用   

を禁止する等の措置が   

必要と考えられる。  

○カードが変わる度に識別   

子も変わるので、資格情報   

を関連付けする機会が案  

1よりも多い。   

○カードの識別子の管理を   

統一的に行う仕組みが必   

要。   

○個人情報保護の観点から   

は、識別子の目的外利用を   

禁止する等の措置が必要   

と考えられる。  

○全ての医療保険者や介護   

保険者のシステム改修が   

必要となる。   

○将来、サービス追加時に   

新たな番号等を力一ドの  

ICチップに書き込む必   

要が生じる。   

○新たな番号については、   

個人情報保護の観点から   

は、番号の目的外利用を   

禁止する等の措置が必要   

と考えられる。  

○被保険者番号が変わる度   

に、カードのICチップ内   
情報の書き換えなどが必   

要。   

○将来、サービス追加時に新   

たな番号等をカードのI   

Cチップに書き込む必要   

が生じる。  

04情報が一致する他人が   

存在する可能性がある。   

0外字の扱いが異なるシス  

テム間で、同一人物でも   

一致しない場合がある。…  

J  

O住所異動、氏名変更の度   

に、カードのICチップj  

の書き換えや資格情報の 

関係付けが必要。  



情報閲覧における脅威と対領  参考資料2  
（第8回検討会資料）  

三郵 ［∃ ［≡〕  
＝…彗  

カード  端末  社会保P  章ポータル 各保険  
リーダ  

A本人確認  

Bサーバ正当性確認  

Cサー′徒当性確認／力一ド正当性確認  

D本人識別情報   
－■1－■，■■－－■－ト  

F情報表示  
E被保険者資格情報  

確認される側   ＞ 確認する側  

情報の流れ －－－－－－ ト  
※利用端末がセキュリティ技術上の信頼点として必ずしも保障されない場合の一例  

情報閲覧における脅威と対裳（り  

（り正しいカードが正しい所有者によって利用されることを担保できること   

要件   想定される脅威   対策   分類   残余リスク   備考   

①正しい所有者で   借りたカード、拾った  暗証番号（PIN）の   技術  ・暗証番号（P川）を  暗証番号（P川）を忘れた場   
あることの確認   カード、盗んだカードを  忘れる場合がある。  合に思い出すためのヒントの  

使用し、他人の情幸辰を閲  登録などのサポートが必要。  

覧する。 ［互〕   
指紋や静脈等の生体  技術  ・100％の認識率では  ・生体情報を】Cチップに収録  
情幸馴こよる認証  ないので、誤認識を  することとなるので、これ  

行う場合がある。  に抵抗感を持つ人もいる。  

・専用の読取機が必要。   

②正しいカードで   lCチップが偽造された   端末システムもしく  技術  カード発行時にカード  ※ICカード発行機関が適切な   

あることの確認   カードを利用される。   は閲覧システムが  内の鍵情報が流出する  安全管理のもとにICカード発  

正二］   

カードを正当なもの  リスク（※）   行を行っていれば、本残余リス  

かどうかを認証する。  クは限りなく小さくなる。  

lCチップの中の情報が偽  情報に電子署名を付  技術  カード発行時（情報収  ※ICカード発行機関が適切な  
造されたカードを利用さ  す。  録前）の情報流出リス  安全管理のもとにICカード発  

ウ（※）   行を行っていれば、本残余リス  

れる。 －  クは限りなく小さくなる。   

③所有者が正当な   正当なカード所有者だが、  lDと資格情報の   技術  tオンライン認証により本人   

資格を持つことの  不当な権利主張（加入して  正当性確認  確認をした後、情報閲覧を認   
確認   筐亨順の情鯛覧等’  める。   

ー2－   



情報閲覧にお訂才る脅威と対策（2さ  

（2）正しい閲覧情報が確認できること   

要件  想定される脅威  対策  分類  残余リスク  備考   

亘）閲覧情報の完全性  保険者のデータベース  情報登録雷更新などの  技術  ・保険者による登録誤り。  
が確保されること   が何者かによって、不  

正に書き換えられる。  

画   
②閲覧情報へのアク  閲覧情報に不正にアク  ■オンライン認証、   技術  

セスの正当性が確保  セスされる。   アクセス制限、履歴   

されること   

⊂互コ   

証拠保存  

等   

情報閲覧における脅威と対策（3）  

（3）悪意のある書や不正な機器からの攻撃に耐えられること   

要件  【想定される脅威   対薫   1分類：  残余リスク  備考   

即カード内情報が改ざ  カードに不正にアクセスし、   ・耐タンパ性が確保された媒体を  技術  
んされないこと   カード内情報が改ざんされる⊃  採用  出により、端末や中継DBのなりす  

・カードが外部機器を認証するっ  まL．が行われる可能性。  

［己  

技術  

改ざんされる口 
［二亘〕   

自宅端末がウイルスに汚染さ  ・セキュリティパッチの適用   運用  全ての利用者で統一的な運用が  

れる、ソフトウエアのバグ等に  技術  確保されるか。  
よリカード内情報が改ざんされ  
る。  う指導  

画   中継DB側で電子署名を横言正   技術  

（言切仙ド内情報が漏洩  カードに不正にアクセスされ、  ・耐タン／く性が確保された媒体を  技術    端末、中継DBからの鑓情報の流  
しないこと   カード内情報が漏濾するっ   採用  出により、端末や中経DBのなりす  

・カードが外部桟器を認証する。  ましが行われる可能性√；  

正コ  

カードから読み出したデータが  技術    端末、中継DBからの建情報の流  

舶する 出により、端末や中継DBのなりす  
軸  ましが行われる可能性こ  

自宅端末がウイルスに汚染さ  ーセキュリティパッチの適用   全ての利用者で統一的な運用が  

れる、ソフトウエアのバグ等に  技純  確保されるか。   

運用        よリカ岬ド内情報が改ざんされ Q C・D  ・ウイルス対策ソフトの導入 ・不正ソフトをインストールしないよ う指導  

－3－   



情報閲覧における脅威と対策（3）出2  

（3）悪意のある著や不正な機器からの攻撃に耐えられること   

要件   される脅威   対策   分類【  残余リスク  備考   

③pINが漏洩しな  

いこと   するための鍵情報が漏  

洩する。 ［互二〕   
④表示された後の  残存する閲覧情幸艮への  ・一時ファイル（キャッシュ）  運用  惜幸郎蒜末の場合は、全ての   
情報が漏洩しない  不正アクセス   の削除  利用者で統一的な運用が確   

こと   ・一時ファイル（キャッシュ）  保されるか。  

〔i］  の暗号化   自宅での閲覧の場合はこの  
脅威をリスクと感じる場合に  

は対策を実施する。   

⑤閲覧情報の機密  
性を確保すること   

〔二∈‡互〕   

－4一   



資格確認す≡お訂訝る脅威藍対策  参考資料3  
（第8回検討会資料）  

関係詞  

確認される側 ＋＞  確認する側  

情報の流れ 一一・－－t ト  

資格確認における脅威と対策（り  

（り正しいカードが正しい持参者によって利用されることを担保で書ること   

要件   想定される脅威   対策   分類   残余リスク   備考   

㊥正しい持参者であ  借りたカード、拾った   暗証番号（PIN）の  技術  ・暗証番号（P川）を  ・受付に時間がかかり、窓口   
ることの確認   カード、盗んだ力岬ドを  

入力  忘れる場合がある。  業務に支障を来す可能性。  
使用し、他人に成りすま  ・本人が意識不明等の場合に  
して＼受診される。  は、暗証番号（PIN）を入力  

耳  させることができない。  

指紋や静脈等の生体  技術  ・100％の認識率では  ■生休情報を】Cチップに収録  
情報による認証  ないので、誤認識を  することとなるので、これに  

行う場合がある。  抵抗感を持つ人もいる。  

・専用の読取機が必要。  

券面情報との照合に  

よる本人確認   能性  

・券面情報が減ると本  
人確認の確信度が減少  

②正しいカードであ  券面が偽造されたカード  ホログラム等の券面  技術  偽造技術の向上により、  ■券面の特殊加工によリカー   
ることの確認   によって受診される。  特殊加エを施す。  特殊加工までも偽造さ  

ロコ  れる可能性がある。   

lCチップが偽造された   医療機関のカード読  技術  カード発行時にカード  ※ICカード発行機関が適切な  
カードによって受診され  み取り端末がカード  内の鍵情報が流出する  安全管理のもとにICカード発  

る〇正二〕   
が正当なものかどう  リスク（※）   行を行っていれば、本残余リス  

かを認証する。  クは限りなく小さくなる。  

lCチップの中の情報が偽  情報に電子署名を付   技術  か－ド発行時（情幸糾又  ※」Cカード発行機関が適切な  
遺されたカードで受診 す。  録前）の情幸辰流出リス  安全管理のもとに！Cカード発  

さ          れる0 巨＝釘  ク（※）   行を行っていれば、本残余リス  
クは限りなく小さくなる。   

③ヰ寺参者が正当な資  正当なカード所有者だが、  川と資格情報の正当  技術  ・オンライン認証により本人   

格を持つことの確認  不当な権利主張  う生確認  確認をした後、資格確認を行  

圏  。   

ー5－   



資格確認における脅威と対策（2）  

（2）正しい資格情報が確認できること   

要件  想定される脅威  対策   ≡分類 残余リスク  備考   

①資格情報の完全性  保険者のデータベース  情報登録・更新などの  技術  ・保険者によ．る登録誤り。  

が確保されること   が何者かによって、不  
正に書き換えられる。  

〔互＝亘〕   

②資格情報の機密性  保険者のデータベース  ・アクセスできる医療  技術  アクセスできる医療機関を   
が確保されること   が何者かによって不正  どのように認定するか。  

にアクセスされる。  認証する。  

〔亘二亘〕   －アクセス履歴を一定  

期間保存する。  

等   

資格確認における脅威と対策（3）  

（3）悪意のある著や不正な機器からの攻撃に耐えられること   

要件  F 想定される脅威  対箕  巨分類！  残余リスク  】  備考   

（かカード内情報が改ざ  カードに不正にアクセスし、   ・書換不要な情報は書換不可とす  技術  端末、中継DBからの鍵情報の流  
んされないこと   カード内情報が改ざんされる。  る  出により、端末や中継DBのなりす  

・耐タン／く性が確保された媒体を  ましが行われる可能性。  

［二享］  
採用  
・カードが外部機器を認証  

カードから読み出したデータが  
改ざんされる0 

医療機関の端末がウイルスに  ・セキュリティ／くッチの適用   運用  全ての医療機関で統一的な運用  

汚染される、ソフトウェアのバ  技術  が確保されるか。  
グ等によりカード内情報が改 ざん 

される。  う指導  

［司   中継DB側でカード内情報の電子  
署名を検証   

②カード内情報が漏洩  カードに不正にアクセスされ、  ・耐タンパ性が確保された媒体を  技術  端末、中継DBからの鍵情報の流  
しないこと   カード内情報が漏洩する。   採用  出により、端末や中継DBのなりす  

［二享］   

・カードが外部機器を認証  ましが行われる可能性。  

カードから読み出したデータが  技術  端末、中継DBからの鍵情報の流  
漏洩する。  出により、端末や中継DBのなりす  

F・G   ましが行われる可能性。  

医療機関職員がカード内情報  制度  

を他者に告知する等して漏洩  技術  
するG ・アクセス履歴の保存（抑止効果）    運用  

医療機関の端末がウイルスに  ・セキュリティ／くッチの適用   運用  全ての医療機関で統一的な運用  

汚染される、ソフトウエアのバ  技術  が確保されるか。   

グ等によりカード内情報が改  ・不正ソフトをインストールしないよ  
ざんされる［享三亘〕   

－6－   



レセプトに自動転記される項目  参考資料4  
（第8回検討会資料）  

【医科入院レセプトの場合】  

① 氏名  

② 性別  

③ 生年月日  

④ 保険者番号  

⑤ 被保険者証記号・番号  

⑥ 保険種別1（1：社・国、2：公費、3：後期、4：退職）  

⑦ 保険種別2（1：単独、2二2併、3：3併）  

⑧ 本人・家族（1：本人、2：六人、3：家人、7：高一、 9＝高入7）  

⑨ 給付割合（10、9、8、7、 （））  

⑩ t 公費負担者番号①／公費負担者番号②  
・公費負担医療の受給者番号①／公費負担医療の受給者番号②   



参考資料5  
（第8回検討会資料）  保険者間をまたがった資格・給付調整の実現方法について（案）  

（資格・給付調整に当たっての課題）  

○ 現行制度において、各保険者は資格・給付調整を行うに当たり、加入者本人に対し他の制度で   

の給付内容等に関する添付書類の提出を求めたり、氏名等の情報を元に他の保険者等に電話で   
問い合わせたりする事務等が発生し、加入者にも保険者にも不便が生じている。  

○ また、結果的に、本来もらえるはずの給付金がもらえなかったり、払わなければならないはずの   
保険料（納付金）が払われなかったりする事例が発生している。  

護合算療養費 の受給手練   

→ 加入者は、まず介護保険者に申請して証明書の交付を受け、それを添付してさらに医療保険者に申請  
する必要があり、加入者にも保険者にも手間がかかっている。   

医療保険者  

（健保組合など）  

※医療保険、介護保険両方で自己負担績の比率に応じて支給  

例2：出産畳盟二唾金灸支給調整  

→ 被保険者期間が1年以上あれば医療保険の被保険者資格を喪失後6ケ月以内に出産し   
た場合でも出産育児一時金の給付を受けられるが、喪失後別の医療保険者に移っていた   
場合は、異動後の保険者からも出産育児一時金の給付を受けられる（ただし、重複受給は   
不可）。  

保険者異動  出産日  

→斜線部の期間は、A健蜘 時金の給付申請   

が亙鹿。現状ではA健保組合が申請を受けた場合、重複して支給を行わないよう、申請   

書の住所情報等を元にB市国民健康保険に電話で問い合わせる等の対応を行ってい   

る。また、他の健保組合の被保険者、被扶養者になっている場合など、異動後の保険   

者が分からないこともあり、支給調整事務に手間がかかっている。  
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 奏者に屈  

：絹みか有用  

A介護保険者  B医療保険者  

同一人物  
（現行制度）  

O A介護保険者、B医療保険者には、共に「厚労太郎さん」、「健保花子さん」という加入者が存在し、保険   

者ごとに異なる被保険者番号で管理されているが、A介護保険者に加入する「厚労太郎さん」とB医療保   

険者に加入する「厚労太郎さん」が同一人物かはお互い分からない。  

○ このため、各保険制度においては法令上、保険者は資格一給付調整のために、（‡）加入者本人に資料   

の提出を求めることができる、②他の保険者等に資料提供を求めることができる等の規定がおかれてい   

るものの、どの保険者に属しているのかや、同一人物なのか（同姓同名の可能性もある）の確認を行うこ   

とが難しい。  

報（本人識別情報）及び各保険制度の被保険者番号等（履歴を含む。）を仮定し、保険者間  

特定を行う方法を検討  

○ 誰が何を知っていていいか、情報の保有ポリシーについて関係者間  

中継  仮称は史保持老  不  イ引際報寺lイ 有し  と  

各保険竜は力入蓋の本人 別情報及ひ他の堤陰煮の  宣 被保巧 者奄ヨ  

保長上憂いことを前提とした運用を検討する（下図  ○ 作業班では、中継DB（仮称）が最小限保有する情報として、氏名、本人を識別する鍵となる一一  
○ 酬仮   

称）一各保険者が保有しない運   

屋を説提に次頁以降の検討を   

行った。  

※ 仮にこれらの情報を中継DB・各   

保険者が保有するとすれば、当該   
情報を元に資格・給付調整を行う   

ことで足りる。   
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保険者問をまたがった資格■給付調整の実現方法例（案）  

介護保険  蓬療保険  本人識別情報※  

B※01▽◆  1234－567890ヰ  港いろは1234  
中継DB（仮称）  ●5★口C9  健保花子  B203－4321  

年金一点  A3D☆dP   3691111  

本人三鼓別情報は唖I度共通の統【的  
な番号」、「カードの書範別子」又は「電  
子的な鍵ペア」を想定しており、本資  
料での言己号に意味はない。  

（D A介護保険者は情報を入手したい人物厚労太郎さんに関する   
氏名と被保険者番号「1234－567890」を中継DBに送信  

② 中継DBは、氏名と被保険者番号「1234－567890」を基に、当該   

被保険者が   
・B医療保険者に属していること   

・その医療保険者の被保険者番号「港いろは1234」   

を抽出  

③ 中継DBは、   
－ B医療保険者に属していること   

・B医療保険者の秘密鍵で暗号化した被保険者番号   
（「港いろは1234」→「☆2●Q▲m9」。B医療保険者のみ  
が復号可能）   

をA介護保険者に送信  

④A介護保険者は③をB医療保険者に転送して、厚労太郎さんの   

情幸艮を照会  

⑤ B医療保険者は公開鍵で被保険者番号「☆2●Q▲m9」を復   
号化（「港いろは1234」）できることにより、中継DBを介した正   

当な問い合わせであることを確認し、A介護保険者に厚労太郎さ   

んに関する情報を回答  

※ 本人の同意を得て、又は、法令上に規定がある主体間、情報（（例）医療保険   
と介護保険の給付調整のための情報等）についてのみ行うことを想定（個人   

情報保護法制の枠内で運用）  

被保険者番号   
を暗号化  

氏名：厚労太郎  

医療保険者：？  

番号：1234－567890  
氏名：厚労太郎  

医療保険者：B  

番号：☆2●Q▲m9  

○ 本人の同意がない、又は法令上認められていない情   

報連携が行われることを抑止するため、中盤即∋及び   

各偲低量にアクセスログを残」本人が薩認壬生るも   
辺上亘ることが重要。  

※ ③については、中継DBからB医療保険者に直接問い合わせ内容を通知する   
及び（又は）⑤について、中継DBを経由してB医療保険者からA介護保険者   
に回答する等の方法もあり得る。  

中継DB（仮称）を使った保険者間情報連携の適用例案（1）  

捌1⊥基盤企謹皇豊療養豊里畳組劃軋塞1  

（か介護保険者（市区町村）は、毎年度各介護保険受   
給者について中継DB（仮称）に所属医療保険者を  

問い合わせ   

② 中継DBは受給者の所属医療保険者名と暗号化し  

た医療保険被保険者番号を送信   

③介護保険者は所属医療保険者に対し、暗号化され   
た医療保険被保険者番号を元に、介護保険給付の   
自己負担額を伝達するとともに、医療保険者からの   
高額介護合算療養費の支給額を問い合わせ   

④医療保険者は介護保険者に高額介護合算療養費  
の支給（予定）額を回答   

⑤介護保険者・医療保険者は社会保障ポータル（仮   
称）等を通じて受給者に高額介護合算療養費が支   

給されること及び支給予定額をお知らせ   

⑥ 受給者は、電子申請（又は書面申請）により、介護   
保険者・医療保険者に支給申請（添付書類は不要）  

⑥支給申請 ⑤支給のお知らせ  ⑤支給のお知らせ ⑥支給  

※医療保険、介護保険両方で自己負担額の比率に応じて支給  

※上記の実現には、介護保険法の手続規定（現行では、最初に受給者からの申請が必要とされている）等の改正が必要。  
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中継DB（仮称）を使った保険者問情報連携の適用例案（2）  

例Z地産育児二時金の支給調整  

什ノ 申請者は医療保険者Aに出産育児一時金の支給を中  

古百   

② 申請を受けた医療保険者Aは、申請者の同意の上で、   

中継DB（仮称）に申請者の異動前の（又は異動後の）  

所属医療保険者を問い合わせ   

（3）中継DBは医療保険者Aに異動前の（又は異動後の）   

所属医療保険者名（ニB）と暗号化した医療保険被保険  

者番号を送信   

塔）医療保険者Aは医療保険者Bに対し、暗号化された医  

療保険被保険者番号を元に、申言毒者に対して出産育  
児一時金を支給状況を問い合わせ   

㈲ 医療保険者Bは医療保険者Aに支給の有無を回答   

（盲）支給調整が必要なければ、医療保険者Aは申請者に  

出産育児一時金を支給  

○ これまで電話等で行っていた保険者間の出産育児－一時金支給状況の問い合わせ畢遣   

を塵邁  

○ 申請者からも保険者間の情報のや婁と婁を白金で鮭認至量るので安心  
箪  

［亘］       上 
記のほか、将来的には、社会保障における様々な局面での活用が考えられる。  
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参考資料6  
（箋8回検討会資料）  

カードが利用できない状況下や  

現行の被保険者証等からカードへの移行期間の  

対応について  

資格確認ができない場合の対応①  

分類   ケース   対策   対策分領   

被保険者  ①カードを持ってこない  
（未受領・紛失・忘却・  
緊急時など）、  現行の健康保険証での運用と同様の対応。   運用  

有効期限切れ  

医療保険の資格情報を記載した別紙を交付しておく。   運用  

②カードの故障  カードに、本人を識別でき、資格確認が可能な情報を記載しておく。   制度  

その他、カードの耐久性の向上等   予防   

医療機関  
（Dカードを読み出す  

医療保険の資格情報を記載した別紙を交付しておく。   運用  

設備がない  カードに、本人を識別でき、資格確認が可能な情報を記載しておく。   制度  
（未整備、往診等）  

代替手段として携帯電話等の携帯端末での読み出し   システム  

②カードを読み出す  医療保険の資格情報を記載した別紙を交付しておく。   運用  

設備がない（移行期）  
カードに、本人を識別でき、資格確認が可能な情報を記載しておく。   制度  

医療保険の資格情報を記載した別紙を交付しておく。   運用  

③カード読み出し  
システムの停止  カードに、本人を識別でき、資格確認が可能な情報を記載しておく。   制度  

システムの冗長化（予備システムによるバックアップ）。   予防  

（吾）オペレーションミス  医療機関側での研修や、ミスをチェックできる仕組みを構築。   予防   

※ これらの対策をとった場合のデメリット等も踏まえ、今後、具体的な対応策を更に検討  
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費格確認歯音で嚢なも亀場念⑳対応②  

分類   ケ…ス   対業   対笠分類   

ネットワーク  
（医療寝間と中継  

DB間）   医療保険の資格情報を記載した別紙を交付しておく。   運用   

中継DB   システムの停止    カードに、本人を識別でき、資格確認が可能な情報を記載しておく。   制度   

ネットワーク  
システムの冗長化（予備システムによるバッケアツプ）。   予防   

（中継DBと保険  

者問二   

保険者   ①資格データ  
反映までの  事後的に、現行と同様のフローで正しい保険者に再請求する。   制度・運用  
タイムラグ  

②誤操作による  運用■予防  
間違ったデータ  
反映   誤った保険者に請求した場合は、現行と同様のフローで処理する。   運用  

医療保険の資格情報を記載した別紙を交付しておく。   運用  

（3システムの停止        カードに、本人を識別でき、資格確認が可能な情報を記載しておく。   制度  

システムの冗長化（予備システムによるバックアップ）。   予防  

代替システム提供（代行サービス提供等）   運用  
④保険者システム  

の未整備  
医療保険の資格情報を記載した別紙を交付しておく。   運用  

カードに、本人を識別でき、資格確認が可能な情報を記載しておく。   制度   

※ これらの対策をとった場合のデメリット等も踏まえ、今後、具体的な対応策を更に検討  
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